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質 疑 外来（その３）について 

 

 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問等がございましたら、よろしく

お願いいたします。長島委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。意見を述べる前に、事務局に確認したいことがあ

ります。入院・外来医療等の調査・評価分科会と総会の役割についてです。 

 

 2022 年３月 23 日の総会において、それまでの入院分科会の名称を現在のものに

改めた上で、所掌事務に外来医療を含めることを承認した際に、分科会と総会の役

割について、２号側の委員から、次のように確認しました。 

 

 運営要綱には、調査専門組織は、診療報酬体系の見直しに係る技術的課題に対し、

専門的な調査・検討を行うと記載されております。 

 

 したがいまして、分科会でご議論いただくのは、あくまで技術的な課題に関する

調査・検討であって、診療報酬体系の見直しの方向性を議論して決定するのはあく

まで総会であり、総会は分科会の検討結果に縛られるものではないことを改めて事

務局に確認させていただきたい。 

 

 これに対し、事務局からは「事務局としても同じように考えております」との回

答でありました。 

 

 現在も、この役割についての考えは同じであるということでよろしいでしょうか。

まずはご確認いただければと思います。 
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 はい。今のご指摘のところですね。分科会と総会との関係につきまして、事務局

から、ご説明をお願いいたします。 

  

 

 はい。医療課長でございます。ご質問ありがとうございました。分科会と、そし

て総会との関係というお尋ねでございます。 

 

 その当時の見解と現在は同じでございます。分科会はあくまで技術的な課題に関

する調査・検討を行うもの。そして、その報告は基本小委を経て、総会でさせてい

ただき、そのあと、方向性や結論については総会でご議論をいただき、決定いただ

くもの、この認識に関しては変わりはございません。 

 

 

 ありがとうございました。 

 

 

 よろしいですか。はい、お願いします。 

 

 

 それでは、それぞれの関係、役割について、総会と分科会の全ての委員の共通認

識としていただいて、今後の議論を進めていただくと。 

  

 また、事務局におかれましても、資料作成の際には、このことに十分ご留意いた

だきたいと思います。 

 

 それでは、129ページ、130ページの論点についてコメントします。まずは「外来

医療に係る現状等」についてです。 
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 １つ目の丸については、前回改定で受診時定額負担を引き上げ、紹介受診重点医

療機関の創設を見据えた対応を実装しました。ある意味、先んじて前回改定では手

を打ったと言えます。 

 

 現場では、ようやく紹介受診重点医療機関の公表が始まったところであり、その

状況をようやく見る段階になったところだと思いますので、ここから、１つひとつ 

丁寧にフォローしていく段階に入った。まだそのような段階であると申し上げたい

と思います。 

 

 また、２つ目の論点については、医療情報プラットフォームの構築や、電子カル

テ情報の標準化が浸透するまでは、医療ＤＸで将来、共有される３文書６情報に含

まれる情報を電磁的な方法も含めて救急医療機関等に文書で情報を提供すること。 

 

 あるいは、既存の地域医療情報連携ネットワークを活用した場合を診療報酬にお

いて、どのようになじませていくのか。将来の基盤構築に向けた取組を推進してい

く観点が重要と考えられます。 

 

 

 

 続いて、「かかりつけ医機能に係る評価等について」です。 
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 地域包括診療加算や機能強化加算では、点数設定当初より介護保険との連携につ

いても視野に入れた点数になっております。 

 

 現場でさまざまな取組がある中、ことさらサービス担当者会議のみに着目して、

かかりつけ医機能が不足しているとか、かかりつけ医機能を強化するという議論を

することには違和感があります。 

 

 以前にも発言したとおり、サービス担当者会議等への参加は、さまざまな連携方

法の中の１つの手段であり、ほかにもさまざまな連携方法、あるいは質を高める方

法はあります。 

 

 例えば、現行制度でも、ケアマネージャーに対する情報提供は、診療情報提供料

として評価されていますが、同時改定に向けた意見交換会では、必要な項目や様式

の統一化を検討する必要性が指摘されたところですので、医療ＤＸによる連携のあ

り方も踏まえながら、そうした検討も深めていくべきだと思います。 

 

 調査結果からも明らかなとおり、時間的な課題等もあり、また、全ての患者に対

して会議が必要ということでもありません。 

 

 高齢者が増加する一方で、働き手の増加が見込めない中、いかに効率的で質の高

い医療を提供していくのか、という議論をしている中、会議の参加だけが重点的に

取り上げられるということは、この流れに逆行しているとも受け取れかねないとい

うことに注意が必要です。あくまでも現場にとって無理がなく、患者さんのニーズ

に合うかたちを検討すべきであると考えます。 

  

  

 

 続いて、時間外対応加算についてです。この加算は、病院と診療所の機能分化の

観点から、休日・夜間の軽症患者の病院への受診を減らして、勤務医の負担軽減も

目的として創設されたものです。 
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 かかりつけ医と患者さんの信頼関係のもと、時間外等の緊急対応をどのように提

供するか、患者さんの安心をどのように確保していくかが重要ですが、そもそも患

者さんとの信頼関係を築いた医師が地域における連携も活用しつつ、時間外に対応

することを評価するのが、この加算が本来想定したことであり、それもあって、地

域包括診療加算や小児かかりつけ診療料の算定要件とされているはずです。 

 

  

 

 このようなことを踏まえれば、今回、92ページで示されたような外部業者のサー

ビスを特出しし、それを利用した場合には同じように評価するということは、これ

までの考え方と相いれないと考えます。 

 

 

 

 書面を用いた説明については、医政局の検討会での厚生労働省令に関する議論に

もよると考えていますが、医療法では、特に説明が必要としている省令で定める場

合であって、かつ、患者さんや家族から求められた場合とされており、無条件で全

ての患者さんや家族に書面交付したり、ましてや、算定要件にすべき、するような

話ではないと考えます。 
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 例えば、特定疾患療養管理料の算定においても、書面での説明をしなければいけ

ない場合、または患者さんや家族から求められた場合であれば、しっかりと対応し

ていると認識しております。 

 

 その一方で、症状が安定している場合であれば、継続的な加療を勧める程度にな

りますし、同じ点数の中で、患者さんの状態に応じた指導を実施することが重要で

す。書面の有無にかかわらず、診療報酬を算定する以上、医師にはその患者さんを

管理している責任が伴います。 

 

 また、前回改定で、機能強化加算について、文書を医療機関の見やすい場所に置

き、患者さんが持ち帰ることができるようにしましたが、実際には持ち帰った患者

さんはほとんどいないのが現場の状況であります。 

 

 さらに、かかりつけ医だからといって、全ての診療で文書による説明を行うこと

は、働き方改革の観点からも現実的な対応では全くないと考えます。 

 

 外来診療において、文書による説明を必要とするケースはどういったものか。し

っかり見極めていく必要があり、それを踏まえれば、文書による説明が要件化され

るのは、現場感覚から極めて乖離していると思います。 

 

 

 

 続いて、特定疾患療養管理料です。留意事項通知に明記されているとおり、プラ

イマリーケア機能を担う地域のかかりつけ医が、計画的に療養上の管理を行うこと

を評価したものです。 

 

 今回の資料では、特定疾患療養管理料を算定している医療機関が、機能強化加算

や地域包括診療加算等を算定している医療機関と比較して、かかりつけ医機能を有

している割合が低いことなどが指摘されておりますが、 
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 今、申し上げたとおり、特定疾患療養管理料は、地域のかかりつけ医師が計画的

に療養上の管理を行うという特定の疾患に対する医師の診療行為そのものを評価

しているのであって、機能強化加算などのように、時間外対応等の機能を有する体

制整備を評価している点数ではないので、点数の設定経緯からすれば当然のことで

はないかと思います。 

 

 特定疾患療養管理料の対象疾患は多々あり、その中の主な疾患を、より専門的な

観点で療養上の管理をしている場合も含まれることから、夜間・休日対応としてい

ないことを問題視するのは、この点数の歴史や意味を踏まえない、成り立ちや意味

を無視した論点立てであると言えます。 

 

 また、論点後半の「生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理お

よび重症化予防の取組推進に向け、生活習慣病に係る診療報酬上の療養指導の評価

の在り方についてどのように考えるか」という点について、 

  

 特定疾患療養管理料はプライマリケアとして、患者さんが重症化する前に早期に

医師が管理することで重症化予防に寄与しており、これまでの長い歴史の中で、ま

さにそのとおりの貢献をしてきた大変重要な点数であると認識しております。 

 

 加えて、現在の診療報酬上の評価において、この点数は、初診・再診料と同様、

内科系の医師の技術料の評価として、大変重要な位置づけとなっておりますので、

特定疾患療養管理料の動向は、地域の医療機関の経営や医療提供体制に大きな影響

を及ぼすことになり、ひいては医師をはじめとした医療従事者が極めて強い不安を

抱く可能性が高いということをしっかりと受け止めて、念頭に置き、検討していた

だく必要があります。 

  

  

 

 最後が、「かかりつけ医機能に係る評価等の併算定について」です。それぞれの点

数が創設された際の位置づけ、趣旨、役割、そして、これまでの経緯を踏まえた検

討が必要であります。 
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 まず、外来管理加算は基本診療料として評価されるものであり、施設の利用料な

どが含まれる再診料とは別に、検査や処置等は行わず、詳細な診察や丁寧な説明を

行うことを評価したものです。実際に、留意事項通知を見ていただければ、「提供さ

れる診療内容の事例」として、 

 

 ・問診し、患者の訴えを総括する。 

 ・身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断等の説明を 

行う。 

 ・これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導を行う。また、 

 ・患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組を行う。 

  

 など、丁寧さを明確に表現していることがおわかりいただけるかと思います。 

 

 そして、特定疾患療養管理料等の特掲診療料は、基本診療料とは異なり、一括で

支払うことが妥当ではない特別な診療行為に対して個別的な評価をなし、個々の点

数が設定されているものです。例えば、特定疾患療養管理料は、先ほど述べたとお

り、プライマリケアとして計画的に療養上の管理を行うことで患者さんの重症化を

予防することなどを評価したものです。 

 

 一方で、生活習慣病管理料はもともと運動療法指導管理料として評価され、専門

的な管理の必要な患者さんへ治療管理を目的としたものの、算定しづらいという現

場の意見を受け、その視点からも中医協において議論を行い、これまで点数の引下

げや要件緩和が断続的に行われ、現在のかたちになった経緯がありますが、 

  

 一貫して、生活習慣病について、より専門性の高い総合的な治療管理を行うこと

を評価した点数です。つまり、単に対象疾患が同じであれば医師の労力も提供され

る医療も同じだろう、まとめてしまえばよいという乱暴な議論は、論点が飛躍しす

ぎていると言わざるを得ません。 

 

 地域包括診療加算等は、先ほど触れたとおり、夜間・休日対応等を含むかかりつ

け医機能を有する医療機関における複数の疾患を有する患者さんに対して、継続的

かつ全人的な医療を提供することを評価したものです。 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

181 

 

 このように、それぞれの点数が設定された時点できちんと整理を行いながら、対

象疾患への関わりや機能の違いについて理解した上で中医協において答申がなさ

れ、これまで細かな疑義解釈を積み重ねてきているものです。 

 

 したがって、１つの病名に対して複数の点数が存在しているとしても、これは医

療機関の特性、体制、あるいは患者さんの状況等に応じて医師が判断するものであ

り、先ほど述べたように、点数の対象とする疾患が同じであるからといって、全て

をまとめていいというようなものではないということを改めて指摘したいと思い

ます。要件に合致するものの中から最適な点数を選択して算定できるという点で、

優れた仕組みであると言えます。 

 

 それを今回は、例えば体制評価の点数と診療行為の点数の併算定を同一視して、

併算定自体が問題であるかのように書かれていますが、こういった、これまでの経

緯、運用をあえて無視して、今さら何を整理するというのか、全く理解できません。

私からは以上です。 

  

 

 はい、ありがとうございました。次は、いかがでしょうか。はい、松本委員、 

お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。それでは、論点に従いまして、コメントしたいと

思います。 
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 まず、「外来医療に係る現状等について」でございますけども、この実態について、

資料、例えば 12ページを拝見しますと、 

  

  

 

 生活習慣病による月２回以上の受診は１割程度にとどまっておりますし、また 

新型コロナが拡大した令和２年以降には受診頻度は、 

  

  

 

 あるいは、14 ページに示されております 14 日以内の処方割合も低下しておりま

す。 
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 そういたしますと、生活習慣病については、月１回の受診で十分なんではないか

という実態が見えてきていると思います。したがいまして、月２回以上の受診に対

する診療報酬上の評価については見直すべきだというふうに考えております。 

 

 症状が安定している患者については、２、３カ月に１回の受診という形態を医師

による適切な治療計画のもと、より普及させていくべきであり、それにあわせて、

リフィル処方箋の活用も推進すべきと考えております。 

 

 続いて、論点に沿ってコメントいたしますが、25ページを拝見いたしますと、紹

介受診重点医療機関については、受診時定額負担の義務化の対象から 200床未満の

病院が除外されておりますけども、 

 

 

  

 実態としては、そこに書かれてあるとおり、200 床未満の紹介受診重点医療機関

が公表されておりますので、外来機能の分化・連携に向けた対応を検討することも

考えられるのではないかというふうに思います。 

 

 また、27ページ以降に、医療ＤＸについて、医療情報プラットフォームの活用に

より、紙媒体の文書による情報共有は将来的には不要になるのではないかと思いま

す。 

  

 医療ＤＸが進めば文書自体が電子化されることから、紙媒体の文書による連携を

評価している診療報酬については、電子媒体を前提とした規定に見直し、効率化も

踏まえて評価することが必要だと考えます。 
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 続いて、次の論点の「かかりつけ医機能に係る評価」でございます。 

  

 

 

 かかりつけ医機能についてですが、この機能は外来だけではなく、医療全体、 

さらには介護との連携を含めて非常に重要なポイントでございます。 

 

 ２年前の前回改定では、医療法改正の方向性が見えていないということで、しっ

かり議論ができませんでしたが、今回はかかりつけ医機能の定義も明確になり、 

医療法改正に基づく制度整備の大枠も見えておりますので、かなりの見直しができ

るのではないかと期待しております。 

 

 それでは、130 ページの論点に沿ってコメントいたします。まず、かかりつけ医

とケアマネのコミュニケーションについては、先日の総会において、２号側委員か

らも顔と顔の見える関係が重要だというご発言がございました。まさに、サービス

担当者会議は、医療と介護の関係者間の真の連携を推進するための仕組みだと考え

ております。 
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 そうした観点で、資料 61ページを見ますと、地域包括診療料・加算における介護

保険制度に関する要件として、主治医意見書に関する研修受講が最も多くなってお

ります。 

 

  

 

 一方、74ページを見ますと、主治医の意見書作成については、機能強化加算の届

出の有無にかかわらず、ほぼ全ての医療機関が対応可能となっており、かかりつけ

医機能の具体的要件とする必要性は乏しいのではないかと考えます。 

 

 少なくとも、かかりつけ医に係る評価である地域包括診療料については、サービ

ス担当者会議の参加の実績を要件として、今回、トリプル改定というタイミングだ

からこそ追加することを主張いたします。 

  

  
  

 次に、資料の 71ページを拝見いたしますと、機能強化加算が算定されている傷病

名の１位は新型コロナですが、その後に続くものは急性上気道炎など、いわゆる風

邪に類するものが上位を占めております。 
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 機能強化加算はかかりつけ医機能に係る評価という位置づけですけども、少なく

とも、これまでの発熱外来のように、どのような患者にも対応することを公表する

ことを要件にすべきであると考えます。 

 

  

 

 次に、資料 73ページを拝見しますと、患者がかかりつけ医に求める役割として、

どんな病気でもまずは診療してくれるという割合が 77.9％になっているのに対し、 

  

  

  

 72ページの外来施設票では 61.4％にとどまります。機能強化加算については、単

に患者からの相談に乗るだけではなく、どんな病気でも、まずは診療してくれる機

能を強化していくべきと考えますが、この点について、もしよろしければ２号側か

らのご意見を伺いたいというふうに思います。 
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 次に、76 ページを拝見いたしますと、障害者福祉サービスとの連携については、

機能強化型の届出がある施設でも、医師意見書の作成が 64.3％で、情報共有を相談

支援員と行っているは 37.2％にとどまり、これは連携が不十分であるということを

示しております。 

 

 介護における主治医とケアマネの連携のように、障害福祉においては主治医と相

談支援専門員の連携が重要であり、これも、かかりつけ医機能として、ぜひ推進す

べきであると考えております。 

 

 論点にはございませんけども、われわれ健保連が実施したレセプト分析の結果で

は、限られたデータではございますが、時間外診療や多剤服用、重複検査の抑制に

ついては機能強化加算の有無による統計的な有意差が見られませんでした。こうし

た機能の発揮を促すために実績要件を設定すべきだというふうに考えます。 

  

  

 

 続きまして、時間外対応加算についてでございますが、資料の 92ページを見ます

と、診療所の時間外対応を補助するサービスが紹介されております。 
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 時間外の対応は、かかりつけ医機能の非常に重要な要素であり、医療機関が果た

している役割として常勤の医師が対応する場合と同等に評価することには、長島委

員からもご発言がありましたけども、疑問があります。 

 

 さまざまなサービスが提供される中で、実態に応じて評価体系を見直すことは必

要ですが、この件に関しては、まずはしっかりと実態を把握した上で、そもそも診

療報酬で評価することが適切なのかも含めて議論すべきであると考えます。 

 

 

 

 次に、書面を用いた説明でございますけども、資料 77 ページを拝見いたします

と、書面を用いた患者への説明については、機能強化加算の医療機関でも、患者の

病状や治療内容への説明が６割程度にとどまっております。 
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 医療法改正に基づくかかりつけ医の制度整備も視野に入れ、病状や治療などに関

する書面での説明を義務化すべきと考えます。 

 

 

 

 また、資料の 95ページを見ますと、医療法改正に基づき、患者が希望する場合に

書面かかりつけ医機能として提供する医療の内容を交付する仕組みが令和７年４

月から施行されます。 

 

 生活習慣病管理料の療養計画書と内容が、位置づけが重なると思いますので、 

今後、医療ＤＸを推進していく中で、電磁的方法の提供も含め、効率的な情報提供

を図ることが必要だと考えております。 

  

 続きまして、特定疾患療養管理料でございます。 

 

 

 

 資料の 103ページを見ますと、先ほど長島委員からもありましたけども、昭和 33

年という、かなり昔に、医師による指導を評価する報酬として新設され、現行では

計画的な療養上の管理を評価するという位置づけになっておりますけども、 
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 101 ページの算定要件を見ますと、計画書を用いた患者への説明がそこには求め

られておりません。そのため、生活習慣病管理料に比べて専門的な管理が適切に行

われるかという懸念がございます。 

 

 その一方で、プライマリケア機能や、かかりつけ医の役割を十分に果たしている

のかという疑問もあり、特定疾患処方管理加算を含めて、現行の算定要件のまま評

価を続けることには反対いたします。 
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 さらに、105 ページを見ますと、主傷病名の上位を占めております糖尿病、脂質

異常症、高血圧症といった、俗に言う生活習慣病と、がんなどの疾患を同様に評価

することには違和感がございます。特定疾患療養管理料で何を評価すべきなのか、

整理が必要です。 

  

  

  

 続きまして、110 ページにいきますと、この特定疾患療養管理料の算定回数は、

３カ月４回以上が 12.1％を占め、月２回まで算定できる規定によって、頻回受診が

促されている可能性もございます。 

  

 資料の 12ページにもあります。先ほど言及もいたしましたが、新型コロナの感染

拡大以降、月２回の受診が減少していることから、受診回数を減らしても適切に病

態を管理できることがうかがえますので、「月１回での算定」に適正化すべきです。 

  

 また以前、診療側のほうから、特定疾患療養管理料の対象疾患を追加すべきだと

いうご提案がございましたけども、この管理料はプライマリーケア機能を担う地域

のかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価しており、療養上の指

導が有効であるという十分なエビデンスと、当該管理料の趣旨に基づき、対象疾患

の追加については慎重に議論をすべきだというふうに考えます。 
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 次に、かかりつけ医機能に係る評価等の併算定についてです。 

  

  

 

 120 ページを見ますと、外来管理加算は計画的な管理をおこなった場合の評価と

して位置づけられておりますけども、 

  

 

 

 算定要件の、例えば①番。「外来管理加算は、処置、リハビリテーション等を行わ

ずに計画的な医学管理を行った場合に算定できる」 

  

 ② 「算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察を行い、それ

らの結果を踏まえて」、患者に対する説明を行うとともに、「患者の療養上の疑問や

不安を解消するための取組を行う」 

 

 ③ 「診察に当たっては、②に規定する項目のうち、患者の状態等から必要と思

われるものを行う」として、「必ずしも全ての項目を満たす必要はない」といった内

容から見ますと、 

  

 対象疾患や診療科の条件もなく、処置、リハビリ、検査、手術などは行わないこ

とや、丁寧な問診や詳細な診察、懇切丁寧な説明という、われわれからすると基準

が非常に曖昧な条件のみで算定ができるということで、評価の妥当性に非常に疑問

を持っております。 
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 また、同様に計画的な管理を評価する診療報酬である特定疾患療養管理料、生活

習慣病管理料、地域包括診療加算と併算定できる構造は、保険者のみならず、患者

にとっても理解し難いと言わざるを得ません。したがいまして、外来管理加算につ

いては廃止を強く主張いたします。 

 

 また、地域包括診療加算と特定疾患療養管理料や生活習慣病管理料の併算定につ

いても、計画的な管理の二重評価であると言わざるを得ず、整理すべきです。 

  

 これは参考情報でございますが、健保連が２年前に公表いたしましたレセプト分

析の報告書では、地域包括診療加算や認知症地域包括診療加算を算定する患者の場

合、外来管理加算と特定疾患療養管理料を併算定している三重評価が約８割という

結果が出ておりますので、今回の改定で、こうした重複評価は是正することは不可

欠だというふうに考えております。私からは以上になります。 

 

 

 はい、ありがとうございました。オンラインで林委員、お手が挙がっております

ので、お願いいたします。 
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 はい、ありがとうございます。「総－３」の 130ページの論点、５つ目の丸につき

まして、歯科の立場から発言いたします。 

  

  

 

 医科歯科連携の観点から、かかりつけ医とかかりつけ歯科医の連携は非常に重要

であり、生活習慣病に関する管理につきまして、糖尿病は歯周病との関連が示され

ているところであり、医科と歯科医師が連携して医療提供することは、双方の治療

を行う上で有効であると考えております。そういった観点からも、生活習慣病管理

料等は非常に重要と考えております。 

 

 令和２年度の診療報酬改定時には、生活習慣病管理料の糖尿病患者の部分で、療

養計画書の記載項目に歯科受診の状況の記載欄が追加いただいておるところでは

ございますが、歯科の臨床現場の感覚といたしましては、連携が進んでいるとはま

だまだ感じられておりません。 

 

 今後、医療ＤＸの進展とともに、将来的には医療情報の共有は行いやすくなり、

推進に期待しておるところではございますが、当面の策として、引き続き、より連

携が進むような方策をぜひご検討いただきたいと思っております。私からは以上で

ございます。 

  

 

 はい、ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。はい、長島委員、 

お願いいたします。 

 

 

 まず、先ほど、外来管理加算の廃止という、私から見ますと暴論がございました。 
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これ、全く容認できません。これは、詳細な診察や丁寧な説明という医療行為を

全否定するものです。そのようなことを言われれば、医療現場は到底、このまま地

域医療を続けられるんだろうかと大変な不安に落ち込むものであります。絶対に容

認できません。 

 

 それ以外のことについて、少し意見を述べます。まず受診回数の減少や処方期間

の長期化、これはコロナ禍という受診したくてもできないという極めて困難な状況

において行われたことであるということを理解する必要あるというふうに考えま

す。 

  

 それから、さまざまな電子的な方法は、医療ＤＸが進めば、まさに大変、役に立

つものですが、今はまだ途中。経過の途中であり、対応できていないところが多く

あるというところで、ここを義務化、要件化するということはまさに現実を無視し

た机上の空論であります。 

 

 さらに、顔の見える関係ということで、サービス提供会議も１つの場面に過ぎま

せん。ほかにも、いろいろ、顔の見える関係を深めることができます。 

 

 それから、あらゆる疾患、あるいは病態への対応ということで、これは１人の医

師、１つの医療機関で全てに対応するということは非現実的であります。これは、

地域のさまざまな医療機関がしっかりと連携することで、地域を面として、かかり

つけ医機能を発揮していくということ。これが最も現実的であり、有用であるとい

うふうに考えております。 

 

 さらに、書面交付の義務化というのも、そもそもの必要性、有効性、さらに負担

の増大による現場の医療への困難さ、これをしっかりと考えれば、あり得ないと考

えております。 

 

 また、各種の点数については、先ほども述べました。それぞれの点数にきちんと、

それが設定されたときに、どういう目的、どういう趣旨であったか、さらにその後、

何回も丁寧に検討を重ねて、少しずつしっかりと修正してきたという歴史があると

いうものをもう一度しっかりと踏まえていただきたいと思います。私からは以上で

す。 
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 はい、ありがとうございます。はい。池端委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。私も２点ばかり、コメントと、あと、１つ質問も

含めて、させていただきたいと思います。 

 

 まず本当に、私も今、松本委員がおっしゃったように、外来管理加算、この、こ

れまでの長年の経緯から考えて、それを廃止と、今、ここでおっしゃるのは、ちょ

っと、すごく、私はショックを受けまして、やっぱりこれは本当に根幹に関わる問

題ですので、私としても全面的に反対をさせていただきたいと思います。 

 

 その上で、主治医と介護支援専門員の連携は、私はこれは前もおっしゃったよう

に、松本委員もおっしゃったように、非常に重要で、特に今回は同時改定ですので、

非常に重要だと思っております。 
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 それで、そういう見方で 46ページの図を見させていただきますと、介護支援専門

員は、主治医意見書を取得した医師に対して４割の方がケアケアプランを提示して

いる。逆に言うと、６割の方には提示してないってことになります。 

 

 しかも、４割の提示した中で、主治医から活用されてないと不安を感じるのが、

さらに４割ってことは、４かける４の 16％が、主治医からの、ちょっと、対応に不

満を感じている。じゃあ、残りの 86％は、そもそも６割はケアプランをもらってな

いということになりますので、ここは、もちろん、逆の言い方をすると、主治医と

ケアマネ、ケアマネの方ももう少し積極的にケアプランを、ほぼ、私は全面的に全

てのケアプランを主治医に意見書を求めた方には提示すべきだと思っています。 

 

 実は、ちょっと話が長くなるかもしれませんが、私は毎に一度、話したかもしれ

ませんが、県の中で、以前、ケアマネ協会の県の会長をさせていただきました。 

もう１つ、県の医師会では介護保険担当の理事をさせていただきました。両方に言

えるのは、医師会では「ケアマネが全然、連携してくれない」ということを、お叱

りを受けて、「おまえ、ケアマネ協会をやってるんなら、もっとちゃんと言いなさい」

っておっしゃる。 

 

 一方、ケアマネ協会からは「かかりつけの先生がなかなか対応してくれない」っ

てことがある。両方がお互いに責め合ってるってのは、その中の１割、２割の方が

お互いを責め合ってるんです。でも、両方を結構、連携してるとこも十分あるので、

ここはもう少し歩み寄りが必要。これは本当に古くて新しいテーマだと思いますけ

れども、何らかのかたちで、さらに進むように、仕掛けは絶対に必要だと思います

けども、そういうこともあるんだということをご理解いただいた上で、サービス担

当者会議の義務化という、私はサービス担当者会議に出ていますが、これは絶対反

対ってのは、やっぱり、メリハリをつけないといけない。主治医意見書を書いても、

ずっと継続的に書いて、安定している場合には電話１本で、「あ、前のサービスでい

いよ」ってことで済んでしまう場合もあります。 

 

 初めて、あるいは、入院して初めてケアプラン、介護支援、介護プランを受ける

場合は、これはやっぱり、担当者会議が集まって、全ての主治医も薬剤師も、ある

いは、サービス担当者も全て集まってやる。しっかりした退院前カンファレンスも

含めて担当者会議、必要です。 
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 こういうものもありますし、文書１本で済む場合、電話です済む場合、ファック

スで済む場合、いろんな場合の合わせ技で連携を深めていこうということで現場は

やっていますので、これを全て担当者会議に義務化としたら、とても医師は、とて

も追いつかないし、時間の設定、場所の設定も、担当者会議を開くのは非常に大変

なんですね。私なんかは自分の病院を提供して、そこでやっていただく、あるいは、

訪問診療だと訪問診療の場で提供して、ケア担当者会議をやるんですけども、なか

なか皆さんの日程が合わなくて難しいという。 

 

 ですから、そこは、いろんなツールを使いながら連携を深めるということはやぶ

さかでありませんけども、これを義務化することは、とても現場ついていけない状

況だと思います。そして、文書。一方で、いろんなとこで文書の義務化ということ

も出ましたけども、これも全て文書を義務化したときにどうなるかって言うと、お

そらく想像するのは非常に画一的な文書をぽっと出して、そこでサインして、それ

でおしまいになってしまう。 

 

 やっぱり、これは懇切丁寧な外来での説明を通じて、そして、そこで患者さんか

ら了解いただくっていう、これを基本として、つつ、何らかの書面が必要というこ

とになるかもしれませんけども、そういうことにならないように、ただ文書を出せ

ば全て終わるのだということではないことも、ぜひご理解いただきたいと思ってま

す。これが意見です。  

  

 もう１つは、55ページの地域包括診療料。これもかかりつけ医機能の重要な診療

料だと思いますけれども、前回の中医協総会でも私、質問させていただきました。 

地域包括診療料ってのは、実は 200床未満の病院もかかりつけ医機能を担ってくだ

さいっていうことで、この地域包括診療料を算定できることになっていますが、 

現在、前回のお答えにもありましたように、その要件になっている、当該（患者）

の「院外処方を行う場合は 24時間開局薬局であること」というのが義務化されてい

ます。その上の、１つ前でしたか。52ページを見ますと、令和３年度の段階で、こ

の地域包括診療料を算定している病院は、全国でわずか 48病院となっています。 

 

 これは、その 24時間開局薬局が非常に少ないんではないかと。そこでちょっと、

事務局にご質問させていただきたいのは、この 24 時間開局している薬局が全国で

どれくらいあるのか、数字がもし把握されているんなら、教えていただきたいと思

います。 
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 その上で、やはりこれは、今、確かに 24時間連携は大事ですけども、かかりつけ

医機能としても大事なことは十分理解できますけれども、私自身が今、在支病でや

っている 24時間連携っていうのは、ほとんど、実は、夜間・休日等に対応する場合

には、薬局に対して言えば、薬は院内の常備してある薬で対応できてしまう。普通

に緊急に必要ならば高熱解熱剤とか抗生剤とか等々ですので、それは準備して、本

当に開局している薬局にお願いしなきゃいけないことは非常に少ないのが現状だ

と思います。 

 

 ですから、前回の総会でも、あったように、薬局でも開局せずに連携し合って、

どっかの薬局で１つ、それが、その地域であれば、そこと連携することによって、

十分、在支病、あるいは、かかりつけ医機能っていうのは発揮できるんではないか

と思っていますし、訪問診療でもそうです。 

 

 緊急呼び出し、訪問看護があって医師に連絡して、ときにはその処方は院内処方、

あるいは事前に、こういうことは、すぐ熱を出す方があるから、頓服でその解熱剤

を出しておくとか、そういう対応で、ほとんど済むことも多いので、本当に 24時間

開局しなきゃいけないっていうことは、このかかりつけ医機能の求められるものと、

ちょっと齟齬があるんではないかと思うので、そういう、少し緩和したものも必要

ではないか。それによって、診療所と在支病が連携をし合って、かかりつけ医機能

を発揮することができるのではないかと思うので、これについても、もし、今でも、

24時間開局薬局が少ないのであれば、そういう緩和もぜひ、ご検討をいただければ

と思います。その２点です。質問は１点だけです。はい。よろしくお願いします。 

 

 

 はい。今、池端委員から、ご質問ございました。地域包括診療料についてのご質

問ですけど、事務局、よろしいでしょうか。 

  

 

 はい。医療課長でございます。この 24時間開局という面でですね、これを厳密に

規定した診療報酬項目とうのはございません。ですので、これを全国でいくつある

かというふうな詳細な数というのは、私どもは把握をしてございません。 
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 今、池端委員からおっしゃっていただいたような、例えば、その薬局の報酬の中

でですね、24時間連携して対応しているとか、というふうな報酬上、その届出があ

るようなものであれば把握をできることがあるんですけども、そういったもので、

今後、議論を深める中でご提示をさせていただきたいと思います。 

 

 

 よろしいでしょうか。はい。茂松委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。先ほど、外来管理加算を廃止するということにつ

いては全面的にわれわれは反対したいというふうに思います。と言いますのは、や

はり外来管理加算、計画的な医学管理という中で、毎日、毎日の患者さんの状態を

見ながら、私たち丁寧に話を聞いて、それに対応するものであります。 

 

 今、ほとんど経済の状態も悪くなり、家庭環境も悪くなり、おうちでの揉め事と

いうことがあったりして、患者さんは非常にそれで受診をされるということがあり

ます。そういうことについて、しっかり話を聞いて、それに対応しないと血圧も落

ちてこないですし、糖尿病も悪化してくるということがあります。誠に、このこと

については、毎日１回ずつ丁寧にやるということが非常に大事であると。これはも

う本当に診療の基本であろうかと思います。そういう意味では、もうこれは絶対廃

止してはいけないというふうに思っております。 

 

 そして、もう１つは、２、３カ月に１回の診療でいいじゃないかと、落ち着いて

いれば、ということがありますが、今回、コロナの経験してですね、本当に２、３

カ月に１回に来られてる、受診に来られた患者さんの経過を見て、糖尿病の方が本

当に悪化をしているということをわれわれは、まざまざと見ました。これはデータ

でしっかり出てきております。 

  

 ということから考えると、まず１カ月に１回は必ず診るということは、非常にこ

の慢性の疾患については診ていかないといけないというふうには、われわれはそう

いう経験をしたことをお伝えしたいと思います。以上です。 
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 はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、江澤委員、お願いいたし

ます。 

 

 

 はい、ありがとうございます。いくつか意見を述べさせていただきたいと思いま

す。まず今、話題になっているサービス担当者会議ですけれども、概ね多職種が集

まって日中に行われることが常でありまして、そうすると、例えば１人で開業して

らっしゃる診療所の医師とかは、当然、診療時間中に抜けていくっていうのが物理

的に困難であるというのは大きな要因だというふうに、サービス担当者会議に参加

しづらい大きな要因だというふうに思っています。 

 

 一方で、例えば診療所の医師でもケアマネタイムとか、つくって、この時間はケ

アマネージャーの方に来ていただいて連携を取るとか、あるいは池端委員もおっし

ゃったように、自分の医療機関に来ていただけるのであれば、可能であれば、そこ

で会議を開くといった取組も少しずつ増えてきているのが実態でございますので、 

いろんな事情がある中で、当然、義務化っていうのは、これはもう、もともと無理

だ、無理と言うか、そうすべきではないというふうに考えているところでありまし

て、どういうふうに、こういった限られた状況の中でどういうふうに情報を共有し

ていくかって仕組みを考えることが非常に重要だと思っておりますので、いろんな

好事例をいろんな、また共有しながら取り組んでいく必要があろうかというふうに

思います。 

 

 また、主治医意見書が、かかりつけ医機能ではないのではないかというご意見も

あったかと思いますけれども、介護保険制度・・・（２秒ほど無音）・・・主治医意

見書は非常に定着して、これは主治医意見書っていうのは主治医、かかりつけ医し

か書けない書式、様式になっておりますので、したがいまして、むしろ主治医意見

書がこれだけ多くの全ての医療機関で定着したということは、むしろ全ての医療機

関でかかりつけ医機能が発揮されているというふうに捉えるのが、とらまえるのが

普通ではないかなというふうに思っています。 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

202 

 

 それから、もう１つ。ケアマネージャーとか、障害福祉等サービスの相談支援専

門員との連携、これは極めて重要でございますし、障害福祉サービス等報酬改定の

ほうでも日本医師会のほうから、相談支援専門員とかかりつけ医の連携の強化とい

うものは要望しているところでございます。 

 

 現在、老健事業等において、ケアマネジャーから主治医、医療機関への書式と障

害サービスの相談支援専門員から医療機関への、この書式の様式をちょうど見直し

ておりまして、なるべくこれを有効活用できるために書式も見直しつつ、それから、

それを双方が求める仕組みというのも、こちらも提案しておりますので、ぜひその

あたりも、連携強化をわれわれも大変望んでいるところでございます。 

 

 また、かかりつけ医は患者さんがあくまでも選ぶものでありますし、受診頻度も

患者さんの状態とか状況によって当然、頻度は２週間に１回、月に１回、あるいは、

いろいろ、その他、変わるわけでございますので、その診察のときに、いろんな診

療行為なり評価なり加算に伴うような医療行為というのが発生しますから、そうい

うことも含めて、そのあたりはぜひ考えていただきたいと思いますし、 

  

 その最後の、この併算定のところに列挙してある加算というのは、これまでも中

医協において丁寧な議論の上、積み重なってきたものでありまして、それぞれに特

性、役割が違いますので、これ、それぞれ、外来管理加算も含めまして、当然これ

は、これまでどおり存続して、しっかりと、こういったことで患者さんにサービス

を充実していくということが大変、重要ではないかなあというふうに思います。 

 

 最後に１点。紹介受診重点医療機関につきまして、200 床未満についても選定療

養というような話があったかもしれませんが、現在、紹介受診重点医療機関の一般

病床 200床以上が選定療養で、その選定療養の対象になるということで、あるいは、

紹介とか逆紹介のやり取りが増えるということで、外来患者さんの数が減少という

こともあり、いろいろ影響を及ぼすということがあって、 

 

紹介受診重点医療機関の一般病床 200床以上には紹介受診重点医療機関の入院診

療加算、入院初日に 800 点というものが付いておりますので、これは一般病床 200

床未満の重点医療機関、紹介受診重点医療機関には設置されておりませんので、当

然、選定医療の対象にはならないというふうに考えているところでございます。 
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 ぜひ、そういったかたちで、かかりつけ医機能をこれから、どんどん発揮して、

そういった仕組みの中で、しっかりと患者さんに対する診療に従事していくという

ことが大変重要だと思っております。以上でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。はい。じゃ、鳥潟委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。診療側の先生の皆さまのご説明でかなり理解が深

まったところではありますけれども、やはり、かかりつけ医機能の一層の強化に向

けてはＩＣＴ化のさらなる推進というのは絶対欠かせないんだなあということを

思いましたと。 

  

 ただですね、書面を用いた説明の際に電磁的な交付を可能にするなど、いろんな

方策が考えられるとは思うんですけども、介護分野において科学的介護情報システ

ムＬＩＦＥのように現場での使い勝手が悪いと指摘されるようなケースも出てき

ておりますので、ぜひ診療報酬上の評価を検討する場合は、現場の効率性の向上お

よび医療の適正化に資するＩＣＴ化となるように十分ご留意いただきたいという

ふうに思っております。以上です。 

 

 

 ありがとうございました。続きまして佐保委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。外来医療の機能分化と連携強化に向けては、かか

りつけ医機能はなるべく実績を見ていく方向にすることが必要というふうに考え

ております。 

 

また、資料 78ページに、患者がかかりつけ医を決めていない理由が挙げられてい

ますが、 
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その中で、どのような医師をかかりつけ医として選んだらよいかわからないとい

う理由が約２割を占めております。かかりつけ医機能を有する医療機関を増やすだ

けでなく、患者への周知も重要だと考えております。私からは以上です。 

 

 

 ありがとうございました。じゃ、眞田委員、お願いいたします。 

 

 

 ありがとうございます。130 ページのかかりつけ医機能に関しましてコメントさ

せていただきたいと思いますが。 

  

 かかりつけ医機能の強化に向けては、国民目線、患者目線でのわかりやすさ、あ

るいは納得性というものが重要な視点になるのではないかというふうに思ってお

ります。 
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 自らが受ける、どのような医療に対して、どのような負担をしていくのかといっ

たことがわかりやすく示されていくという、その努力を重ねていくことが必要なん

ではないかというふうに思っております。 

 

 そういった意味で、今後、医療法の改正に基づいて、かかりつけ医機能報告が創

設されるわけでありますけれども、既存のかかりつけ医機能に関わる評価体系を改

めて整理するということは、今回の診療報酬改定でも検討を進めることができるの

ではないかというふうに思っています。 

  

  

 

 122 ページに、併算定について整理をいただき、評価の概要等についても記載を

されておりますが、患者から見て、こうしたその、それぞれの違いを理解するのは

難しいのではないかなというふうに改めて感じたところであります。 

 

 例えば、  

 ・外来管理加算は「計画的な医学管理」を評価する。 

 ・特定疾患療養管理料は「計画的な療養上の管理」を評価する。 

 ・生活習慣病管理料は「総合的な治療管理」を評価する。 
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 それぞれについて、言葉の遊びではないですけれども、その違いをしっかりと患

者・国民が理解をしていくということができているのだろうかというふうに改めて

感じたところであります。 

 

 また、かかりつけ医機能を評価をすると明確にされている評価が併算定可能であ

るということも、患者目線で、ここは納得性があるんだろうかという疑問が残ると

ころでもあります。 

 

 それぞれの評価、趣旨を踏まえ、国民目線でわかりやすい、理解できるといった

ことから併算定を見直していくということについては賛同をしたいというふうに

思います。以上でございます。 

 

 

 ありがとうございました。それでは鈴木委員、お願いいたします。 

  

 

 はい。ご指名ありがとうございます。私のほうからは３点ほど。まず、皆さんも

ね、医療ＤＸこれはぜひということでですね、先生方、お忙しいことは存じますが、

やはり時間がないということがですね、解決できる方法としては、医療ＤＸが１つ

のツールだなと思ってます。ですから、いろんなところでですね、医療機関が連携

するようなところで紙カルテを取りやめるとか、そういったことをですね、推進。 

  

 ただ、推進するだけでですね、頑張りましょうだけでは、なかなか、なんて言う

か、成立しにくいということで、もう少し、例えば、期限的な部分とかの目標値を

もっとはっきりとする。 

 

 例えば、今、世間でね、言ってますように、インボイスだとか、電子帳簿とか、

ある程度、期限があって、それでもやっぱり、それぞれの経過措置があったりとか、

そういう部分もありますので、もう少し、ここをしっかりと時間軸を決めて、きっ

ちりやっていくということが先生方のですね、時間を軽減する１つの状況になるの

かなっていう感じはします。 
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 それで、私はかかりつけ医の機能についての評価についてですね、やっぱり特定

疾患療養管理料ですかね。こういった部分のところでですね、今回の、これを皆さ

んのお話からするとですね、やはり計画書を作成しなくても、その費用が発生する

というようなかたちになっております。 

 

 ですから、計画書を作るのは先生方、非常にお忙しくて大変だとはわかります。

ただ、医療ＤＸを推進すれば、もう少し。 

  

 それと、期間があっても同じようなかたちで、ずっと推移してるんですよという

ことはあるかもしれませんが、あとから何かあったときの検証とかですね、なんて

言うか、トラブルがあったときの検証とか確認とか、というようなかたちの１つの

素材となるというようなかたちとして考えられますのでね、 

  

 せめて計画書は作成するということでですね、やはり、それがステップになって、

それが医療ＤＸにつながっていったり、ほかの方々にも影響するというふうに考え

ますので、この辺はぜひ計画書を作成することを条件にするようにお願いをしたい

と思います。 

 

 それで最後にもう１点ですね。先ほど話題になっているのは外来管理と生活習慣

とか地域包括とかっていうかたちになっておりまして、それぞれ継続的で、先生方

にとっては、いろいろなかたちで違うんですよということがあるんですが、 

  

 先ほど眞田委員もおっしゃったように、こちらとしては、ちょっと曖昧さもだい

ぶ残っているというようなかたちもありますし、なおかつね、この表で 124ページ

目ですかね、ぐらいにあるように、重複して加算されてると、算定されているとい

うこともありますので、もう少し整理できないか。 

  

 その曖昧さをいかに整理できないかということかもしれません。それもまた、先

生方の頭の中で「違うんですよ」とおっしゃるかもしれないんですが、医療を受け

てる側としては、やはり、ちょっとこの辺のところがわかりにくい。 

 

 それで、もっと言うと、もっとわかりやすい医療報酬の体系づくりのためにはで

すね、そういった整理をもう少し、お願いできればというふうに思っております。

私のほうからは以上、３点でございます。 
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 ありがとうございました。長島委員、お願いいたします。 

  

 

 はい。かかりつけ医は患者さんが選択するものである大前提がございます。その

観点からすると、やはり患者さんから見て、その医療機関がどのような機能を持っ

ているかということがわかりやすいかたちでしっかりと提供できていると。 

  

 それをもとに選択できるという環境を整備することは極めて重要かと思います。

そのような観点で、今、かかりつけ医の機能の情報について厚労省においても検討

が進んでいるかと承知しております。 

 

 そのようなかたちで、診療体系をいじるのではなく、そこの中にある機能がどの

ようなものであるかということをできるだけ、わかりやすくお伝えして、選択しや

すくするという方向性で進むべきと考えております。以上です。 

 

 

 はい、太田委員、お願いいたします。 

 

 ありがとうございます。私もですね、外来管理加算に関して、ちょっと一言、 

発言させていただきたいと思います。私も、ほかの２号側の先生と同じく、この外

来管理加算を廃止を主張されられたことに関してすごくショックを受けてます。 

  

 121 ページに、この外来管理加算の経緯が書かれております。私も内科系の医師

で毎日、そのかかりつけのようなかたちで患者さんを診ているんですけれども、 

もともとはこれ、内科の診療で、さまざまな、ほかの処置だとかがない中で、全人

的に患者さんを管理しながら診ていくものに対する、いわゆる内科的なテクニック

を評価する、またその役割を評価する。ただし、売上に、ほかの診療行為に当たら

ないようなものを評価するというところからスタートしていったものになります。 
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 もちろん、生活習慣病の患者さん、私もたくさん診てますし、糖尿病でも高血圧、

診ていきますけども、かかりつけ医的にですね、その患者さんが何か別の病気にな

って、どっかの病院にかかったとか、どっかで薬をもらったとか、さまざまなこと

を一緒になって、みながら、また何か新たな症状が出たときに、いろんな疾患、重

ねて持ってらっしゃいますので、 

 

それを新たに、その診断をしていくようなかたちに導いていくという中で、やっ

ぱり全人的に、その患者さんを管理していくっていうことをやってる診療科なんで

すね。それを基本的には、ある一定程度、評価するというところからできてきた点

数になります。 

  

 124 ページに、こんな感じのレセプトのイメージってのがありますけども、まさ

に私の外来って、たぶん、これ一番左側みたいな感じのレセプトが出来上がってる

んだろうと思います。 
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 再診があって、ほとんど何も処置もないので、外来管理加算があって、特定疾患

を取って、あと処方を出しているというかたちですけれども。 

  

 ただ、このかたちの点数の中で、実際に患者さんをかかりつけ医として管理して

る。ほかのさまざまな、今、議論になった点数、ありますけれども、そちらのほう

はなかなか取れないということで、この点数で、しっかりとかかりつけ医機能を果

たしているというふうに思ってます。 

 

 なので、ここは非常に、やっぱり複雑にでき上がってきてる点数体系ですので、

ここの部分を非常に容易にいじるっていうことは、地域で、実際にかかりつけ医機

能を果たしてらっしゃる内科系の先生に非常に大きな影響を及ぼすというふうに

思いますので、 

  

 確かに、わかりづらいっていう、ご発言が支払側の先生からあることは理解しま

すけれども、非常に慎重に、ここの部分は検討していく必要があるかと思います。

以上です。 
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 はい、ありがとうございました。はい。松本委員、お願いいたします。 

  

 

 はい。たくさんのコメント、どうもありがとうございました。２つだけコメント

したいと思います。今回の診療報酬改定に先立って、介護と医療の共通の懇談会が

あったと思います。そこで私が最も痛切したのは、非常に残念だけども、介護の連

携というのは、言葉ほどには進んでいなかったということでございます。 

 

 これに関してですね、皆さん、たぶん共通した認識だと思うんですけども、その、

じゃあ、具体的にどういうふうに進めていればいいかということで、74ページだっ

たかな、資料の。 

  

  
   

 先ほど、サービス担当者会議への出席というのを義務付けるとご提案いたしまし

た。 
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 じゃあ、それを進めるために、じゃあ、先ほどいろんな方法があるとおっしゃら

れたけども、じゃ、「どれを」ということを提案いただかないと、われわれは「こう

いうことではどうですか」ってご提案を申し上げました。 

 

 これだと、従来のままでやって、やっぱり連携があんまり進まないよね。で、先

ほど、確かにケアプランにきていただく、お話もございましたけども、そういうか

たちでの議論を進めていかないといけないんじゃないかというふうに感じており

ます。 

 

 

 

 それと、次のかかりつけ医機能の評価でございますけども、これがやはりわかり

にくいというのは、今、いみじくもレセプトを見られてですね、じゃあ、これに対

して、先ほど長島委員が言われたように、「これ、これ、これ、違うんです」という

説明をできる医師の方、あるいは医療事務の方が全国にどれだけいらっしゃるんで

しょうか？ 
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 まず、整理をするということについては、ご理解をいただかないと、今後、かか

りつけ医、今、機能の制度設計について議論を進めておりますけども、ここを全く

度外視してですね、そこだけ行くだけには、やっぱり行かないと思います、はっき

り言いますと。 

  

 かかりつけ医については、今まで持っておられなかった方もですね、やっぱり持

っていきましょうという中でですね、やっぱり、今まで、そういうことを受けてな

かった方の対象も増えていきますので、そういうことからすると、やはり整理とい

うことは非常に重要かと思いますので、従来どおりで行ってくださいということに

関しては承服しかねます。私からは以上です。 

  

 

 はい、茂松委員、お願いいたします。 

  

 

 はい。日本の医療というのは海外と比べて違うというのは、おそらく皆さまご存

知だと思うんですが、やっぱり日本の医療というのは本当に患者さんの状態に合わ

せて寄り添うというふうな医療をしております。ですから、標準的な医療というの

を決めておりますが、そこから逸脱することは多々あるわけですね。その中で、ク

リアカットに物事を考えていくということはなかなか難しい。 

  

 そして、まして日本の医学、医療を学ぶ者というのは本当に初診的なことから専

門的な医療まで学んだものが開業していってるということであって、それぞれの目

線で患者さんを診ていくということがあります。 

 

 そういう点で言うと、海外とはちょっと違った医療であろうと。これは本当に海

外の医療、医学を見てきた、こられた人は、日本の医療の良さというものは非常に

わかってもらえると思いまして、それだけ複雑で多様性があるということで、それ

に対応するために、これはこうである、これはこうであるということを決めかねに

くい医療を日本はやっているというふうにご理解をいただければと思うんです。 
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 その中で、医療ＤＸを進めていこうというのは、標準的なものを決めながら、 

そこにも当てはまらないものも出てくる。そこにどう対応していくかということを

悩みながら、われわれはやっていかなきゃいけないということを考えております。

それだけはご理解をいただければと思います。 

 

 

 ありがとうございます。はい、長島委員、お願いいたします。 

  

 

 はい。サービス提供者会議も１つの極めて有効な手段であることは誰も否定して

おりません。 

 

 ただし、その医療機関や介護側、施設の状況、あるいは、そのときの患者さんの

状態等によって、さまざまな連携の方法がありますということで、例えば、先ほど

情報提供ということとか、池端先生や江澤先生からもこういう方法があるというこ

とで、たくさん例示されました。 

 

 そのような、たくさんある中のものの１つだけを、有効性はあるけれども、１つ

だけで全員がやってるわけでは、 

  

 困難なところ、要件化する、義務化するというのは現実離れしてて、現実的に良

くないということです。 

 

 当然、連携は進めるべき・・・（３秒ほど無音）・・・現場からも、どんどん提案

していきたいというふうには思っております。 

 

 それから、さまざまな点数がありますが、そこを算定しているわけですから、つ

まり、いろいろな点数の中から、この患者さんに、このような診療行為を行ったと

いうので、これが最適であるというものを選んでるので、当然、理解して選んでる

わけです。以上でございます。 
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 はい、江澤委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。今、医療と介護の連携の話があったと思いますけ

れども、私の認識では、介護の現場も関わっておりますけれども、もう、ずいぶん、

医療と介護の連携は進んでいると思っています。 

 

 私、ちょっと認識は進んでないということは全く思ってなくて、この介護保険制

度ができて本当に着実にうまく進んできて、そして、例えば在宅医療を行っている

医師は当然、多職種協働で、もう連携しないと在宅医療は提供できませんし、 

  

 それから、例えば特養の配置医師もいらっしゃるし、いろんな医師の活躍の場が

あって、それぞれの専門性、あるいは診療科の特性、あるいは急性期、回復期、慢

性期、そういった特性に応じて介護の連携の度合いとか深まりとか頻度ってのは、

当然、異なってきますけれども、 

  

 しっかりと、必要とされる医療の情報の連携でありましたり、いろんな連携があ

る中で、そして、その医師の特性に応じた連携の仕方がありますから、それは当然、

サ担と言うか、サービス担当者会議に１つに絞ることではなくて、 

  

 要は目の前の患者さんと利用者さんに支障がないというのが一番大事で、そのた

めにどういう方策がいいのかということで、いろんな連携の仕方がありますから、

１つに固執して、これだけは絶対義務だというのは、ちょっと非常にバランスが悪

いと思いますので、そのあたりは、とにかく利用者、患者さんに対して支障がない

という連携をどのように図っていくのか。いろんな方法もたくさんありますので、

そのあたり、ご検討いただきたいと思います。 

 

 

 ありがとうございました。はい。池端委員、お願いいたします。 
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 はい。私も今、松本委員が、じゃあ、どういう方法があるのかということで、一

例を挙げさせていただきますと、今回は診療報酬で何とか縛ってというかたちだと

思いますけれども、実はそれぞれの都道府県でも同じだと思いますけど、ケアマネ

協会と、その医師会とが合同で研修会をやったりしてて、 

  

 私も実は、古くて新しいテーマって、先ほどお話ししましたけども、実は、それ

はお互いに１割、２割のところを責め合って、「連携が取れてない、取れてない」と

言ってるんだけど、８割ぐらいは結構、取れてきてるんですね。 

  

 ていうのは、もうおっしゃるように、少なくとも回復期からの病院、あるいは診

療所では、介護と連携しなかったら、もうサービスが成り立たない。医療だけで済

まないことはずいぶんあるので、これは進んできています。ただ、それを 100％に

してるかと言うと、してないことが１つ。まだ、だから、もっともっと頑張りまし

ょう、ということはあります。 

 

 わが県のことばっかり言って申し訳ないです。福井県の場合はケアマネから、も

し自分の担当者が入院したら必ず３日以内に病院にその情報を提供することを、ほ

ぼ義務化というんではないんですけども、要件化して、県内でルールづくりをして、

今、８割、90％ぐらいの方がケアマネがもう全ての病院に連携して、それで返事も

しているという実態もある。こういうことで結構、進んできている。 

 

 ただ１つだけ、私がちょっと懸念してるのは、かかりつけ医と思っている患者さ

んが、実は自分の主治医、手術をした先生がかかりつけ医でも、そこで退院すると

きに、ケアプランを、ごめんなさい、主治医意見書を書いてもらうと、そこにあげ

ても、そっから、なかなか情報が伝わってこないんですね。 

 

 本来は地域の、そこに落とし込んだ地域の先生方にバトンタッチをして、そこで、

かかりつけ医になってケアマネと連携するのが一番、合理的だと思うんですけど、

その基幹病院とか、その手術をした病院の先生が、かかりつけ医だと思って、そこ

と連携するのが非常に難しくなっている。これが、なかなか進んでないところ１つ

の理由ではないかということも実感として感じてますので、ちょっとご報告をして

おきます。以上です。 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

217 

 

 

 はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。もう 12時を 15分も過ぎ

ております。ほかに、特にご質問等ないようでしたら、本件に係る質疑はこのあた

りとしたいと思うんですが、よろしいですか。失礼しました。飯塚先生、お手が挙

がっていました。ごめんなさい。お願いします。 

 

 

 はい、すいません。手短に。えっとですね、論点の 129ページのところで、ちょ

っと今日、議論にあまりならなかったことなんですけれども。 

  

 

  

 外来機能の分化・連携ということで、紹介状なしの病院外来の受診って減ってき

たという状況は理解してるんですが、一方でですね、結果として、本当に機能の分

化・連携が進んできているのかというのは必ずしもクリアーではないというふうに

感じてます。外来機能の分化・連携というのは国民会議からのずっとの議題なんで

すけれども、特に病院外来の受診、あるいは再診ですね、特に。 

  

 それが減ってきているのか、どうなのかというのを、あるいは診療所への紹介が

増えているのかというのは、一度、事務局からは資料をご提示いただきたいなとい

うふうに思います。 

 

 それから、もう１点あるんですが、今ちょっと議論にありました医療と介護の連

携なんですけれども、日本語ではかなり連携というのは良いことというふうなニュ

アンスがあるように私個人は感じてるんですけれども、一方で、やっぱりコストが

あるということも認識する必要があるというふうに思ってます。 
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 言い換えると、連携にも費用と効果の発想のようなものが必要で、連携によって

医療と介護の、１つは費用が減るのかと。あるいは、費用が増えてもアウトカムが

十分に改善するのかというふうな観点から、どういった連携を進めるべきなのかと

いうのを十分考える必要があるように感じています。以上です。 

   

 

 はい、ありがとうございました。飯塚先生、失礼いたしました。ほかはいかがで

しょうか。よろしいでしょうか。 

 

 はい。それでですね、もし、ほかにご質問等ないようでしたら、とりあえず本件

に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。 

 

 今後、事務局におかれましては本日いただいたご意見を踏まえて対応していただ

くようにお願いいたします。それで・・・ 

  

 （事務局と相談中） 

  

 はい。それではですね、本日、もう１件、「入院（その３）」をご用意していたん

ですけれども、重量級ですので、 

  

 しかも、ここ、１時までに渡さないといけないということですので誠に申し訳な

いんですけれども、この「入院（その３）」は次回、あるいは次回以降の審議事項と

させていただいて、本日はこれで総会を終了、閉会させていただきたいと思うんで

すけれども、よろしいでしょうか。 

 

 すいません。はい。それでは、本日の議題はこれにて終了ということにさせてい

ただきます。次回の日程、それから案件につきましては、追って事務局より、ご連

絡いたしますので、よろしくお願いいたします。本日の総会は、これにて閉会とい

たします。どうもありがとうございました。  

  

 （散会） 
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